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二宮町議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

二宮町議会委員会条例（昭和38年二宮町条例第17号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表総務建設経済常任委員会の項を次のように改める。 

総務建設経済常任委員会 ７ 

人 １ 政策部の所管に関する事項 

２ 総務部の所管に関する事項 

３ 出納課の所管に関する事項 

４ 消防本部、消防署、消防団の所管に関す

る事項 

５ 選挙管理委員会に関する事項 

６ 監査委員の所管に関する事項 

７ 都市部の所管に関する事項 

８ 農業委員会の所管に関する事項 

９ その他、他の常任委員会の所管に属さな

い事項 

 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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（議員提出議案第１号）二宮町議会委員会条例の一部を改正する条例の新旧対照表  

改正後 改正前 

（常任委員会の名称、委員の定数及びその所管） （常任委員会の名称、委員の定数及びその所管） 

第３条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 第３条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 

名称 委員定数 所管 

総務建設経済常任委員会 ７ 

人 １ 政策部の所管に関する事項 

 

２ 総務部の所管に関する事項 

３ 出納課の所管に関する事項 

４ 消防本部、消防署、消防団の所管に関

する事項 

５ 選挙管理委員会に関する事項 

６ 監査委員の所管に関する事項 

７ 都市部の所管に関する事項 

８ 農業委員会の所管に関する事項 

９ その他、他の常任委員会の所管に属さ

ない事項 

教育福祉常任委員会 ７ 

 １ 健康福祉部の所管に関する事項 

２ 教育委員会の所管に関する事項 
 

名称 委員定数 所管 

総務建設経済常任委員会 ７ 

人 １ 政策総務部の所管に関する事項 

２ 出納課の所管に関する事項 

３ 消防本部、消防署、消防団の所管に関

する事項 

４ 選挙管理委員会に関する事項 

５ 監査委員の所管に関する事項 

６ 都市部の所管に関する事項 

７ 農業委員会の所管に関する事項 

８ その他、他の常任委員会の所管に属さ

ない事項 

教育福祉常任委員会 ７ 

 １ 健康福祉部の所管に関する事項 

２ 教育委員会の所管に関する事項 
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